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序     文 
 

 日本政府は、ラオス人民民主共和国政府の要請に基づき、同国のビエンチャン市周辺メコン河

河岸浸食対策計画に係る調査を実施することを決定し、国際協力事業団がこの調査を実施するこ

とといたしました。 

 当事業団は、本格調査に先立ち、本件調査を円滑かつ効果的に進めるため、平成13年７月８日

より７月27日までの20日間にわたり、財団法人リバーフロント整備センター研究第一部部長 森川 

一郎氏を団長とする事前調査団（Ｓ／Ｗ協議）を現地に派遣しました。 

 調査団は本件の背景を確認するとともに、ラオス人民民主共和国政府の意向を聴取し、かつ現

地踏査の結果を踏まえ、本格調査に関するＳ／Ｗに署名をしました。 

 本報告書は、今回の調査を取りまとめるとともに、引き続き実施を予定している本格調査に資

するためのものです。 

 終わりに、調査にご協力とご支援を頂いた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。 

 

 平成13年８月 

 

国際協力事業団 
理事 泉  堅二郎 
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第１章 事前調査の概要 
 

１－１ 要請の背景・経緯 

(1) ラオス人民民主共和国（以下、「ラ」国と記す）（人口約498万人、１人当たりGDP約260USド

ル／1998年センサス）とタイ国との国境の一部をなすメコン河（流域面積約79万5,500km流

路延長約4,620km）は、地盤が軟弱なうえ、水位変動が大きく（最大12ｍ）、河岸浸食に対し

て脆弱な条件にある。 

 

(2) 特に首都ビエンチャン市は、メコン河中流部左岸の自然堤防に発達しているが、人口と資

産が集中しており、かつ河岸浸食により、工場敷地の流出、民家・送電線の被災、市道の流

出等が発生、唯一の国道13号線もメコン河の河岸後退が近づき、交通途絶のおそれもあるな

ど、災害の危険性とその影響が大きくなることが予想されていることから、同対策の立案が

必要となっている。 

 

(3) かかる状況に対して、「ラ」国政府は蛇篭護岸を実施したが、輸入材料を利用するためコス

トが高く、洪水期には再び洗掘、浸食の被害を受け、維持管理が困難な状態にある。一方で、

1997年度より派遣されたJICA個別専門家により現地材料と労働力を活用した低コストの対

策（水制工）がボケオ県にて試験的に導入され、一定の効果が見られた。さらに、1999年度

より建設省（当時）の協力を得て、一部、粗朶沈床工の試験施工に取り組んでいる（2001年

度終了予定）。 

 

(4) 「ラ」国政府は、この結果も踏まえ、メコン河に適応可能な河川工法を総合的に検討し、

ビエンチャン市を中心とした河岸浸食対策に係るマスタープラン（Master Plan：Ｍ／Ｐ）の

策定をめざしているが、「ラ」国側技術者の人材、技術レベルともに不足している状況にある。 

 

(5) 上記経緯より、「ラ」国政府は、2000年３月、我が国に対して河岸浸食対策に係るＭ／Ｐ策

定等に係る技術移転を目的とした、開発調査の実施について要請し、本件事前調査を実施す

ることになった。 

 

１－２ 調査の目的 

 本件調査に係る要請背景、経緯、具体的要請内容及び先方実施体制等に係る「ラ」国側意向を

確認し、関連資料、情報の収集、現地踏査を通じて、我が国協力内容を検討のうえ、実施調査の

ための実施細則（Scope of Work：Ｓ／Ｗ）協議及び署名を行うことを目的とする。 
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１－３ 調査団の構成 

団員氏名 担当業務 所  属 派遣期間 

森川  一郎 総括／河道計画 (財)リバーフロント整備センター研究第一部部長 ７/８～７/21 

浮須  修栄 河岸浸食対策 北陸地方整備局河川部河川工事課課長補佐 同上 

海老原 優子 調査企画 
国際協力事業団社会開発調査部 
社会開発調査第二課 

同上 

岩橋  俊郎 水文・水理 復建調査設計株式会社 ７/８～７/27 

國貞  広和 河川施設 復建調査設計株式会社 同上 

中村   哲 環境影響 個人コンサルタント 同上 

 

１－４ 調査日程 

日順 月日 曜 行  程 官団員滞在先 役務団員滞在先 

１ ７月８日 日 〈官団員、役務団員出発〉 
11：00 成田→15：30 バンコク（TG641） 

ビエンチャン ビエンチャン 

２ ７月９日 月  8：20 バンコク→ 9：30 ビエンチャン（TG690） 
JICAラオス事務所訪問、日本大使館訪問、国家計画委
員会（SPC）、MFA表敬 

ビエンチャン ビエンチャン 

３ ７月10日 火 公共事業省（MCTPC）、ビエンチャン市公共事業局
（DCTPC）、「ラ」国メコン委員会（LNMC）訪問、MCTPC
との打合せ 

〃 〃 

４ ７月11日 水 現地調査（陸上よりビエンチャン市内河岸浸食状況視察） 〃 〃 

５ ７月12日 木 現地調査 
（メコン河船上よりビエンチャン市内河岸浸食状況視察） 

〃 〃 

６ ７月13日 金 現地調査（タイ側護岸状況視察）、MCTPCとの協議 〃 〃 

７ ７月14日 土 資料整理 〃 〃 

８ ７月15日 日 資料整理、団内打合せ 〃 〃 

９ ７月16日 月 Vientiane Urban Development Administrative Authority、
Modern Home Co., Ltd訪問､ビエンチャン特別市副知事
表敬､MCTPCとの協議 

〃 〃 

10 ７月17日 火 MCTPCとの協議 〃 〃 

11 ７月18日 水 MCTPC、DCTPC、ビエンチャン市都市開発管理局
（VUDAA）、LNMCとの協議 〃 〃 

12 ７月19日 木 Ｓ／Ｗ署名、JICAラオス事務所報告、日本大使館報告 〃 〃 

13 ７月20日 金 〈官団員〉10：30 ビエンチャン→11：35 バンコク（TG691） 
〈役務団員〉調査継続（現地調査、資料収集等） 

バンコク 〃 

14 ７月21日 土  8：45 バンコク→16：35 成田（TG640） 成田 〃 

15 ７月22日 日 〈役務団員〉調査継続（現地調査、資料収集等）  〃 

16 ７月23日 月 〃  〃 

17 ７月24日 火 〃  〃 

18 ７月25日 水 JICAラオス事務所、日本大使館報告  〃 

19 ７月26日 木 〈役務団員〉 
10：30 ビエンチャン→11：35 バンコク（TG691） 

 バンコク 

20 ７月27日 金 22：30 バンコク→ 6：20 成田（TG640）  成田 



－3－

１－５ 相手国受入機関 

 相手国受入機関は公共事業省（Ministry of Communication, Transport, Post and Construction：

MCTPC）道路局（Department of Roads）である。 

 

１－６ 調査及び協議結果の概要 

(1) 事前調査概要 

 事前調査団は2001年７月９日より現地調査を開始し､日本大使館、JICAラオス事務所、

MCTPC、ビエンチャン市公共事業局（Department of Communication, Transport, Posts ＆ 

Construction：DCTPC）、ラオスメコン委員会（Lao National Mekong River Committee：LNMC）、

ビエンチャン市都市開発管理局（Vientiane Urban Development Administrative Authority：

VUDAA）等を訪問し、これら関係者から必要情報を収集するとともに、７月11日よりメコン

河沿いの浸食状況及び対策現状、タイ国側の浸食対策現状に係る現地踏査を実施し、調査対

象地域の概要把握を行った。 

 また、上述４機関と協議を行い、７月19日にＳ／Ｗ及び協議議事録（Minute of Meeting：Ｍ

／Ｍ）をMCTPCのSommad道路局局長と森川事前調査団長（財団法人リバーフロント整備セン

ター研究第一部部長）との間で署名・交換した。 

 協議概要については以下のとおり。 

 本件調査団の受入れに対し、「ラ」国側はMCTPC副大臣以下、財政的な理由から対策未

実施である箇所における浸食被害について、メコン河はタイ国との国境をなしていること

もあり、国土の流出という深刻な問題と認識している。このため、メコン河沿いの浸食対

策Ｍ／Ｐの策定及び対策の実施が急務であるとして、本分野に対する我が国の協力に強い期

待を示した。 

 本件調査に対して、「ラ」国側が具体的に我が国の協力に期待するところは、主として以下

３点である。 

 1) 日本の伝統工法を生かし、「ラ」国側自身で実施できるより安価でメコン河の現状に即し

た工法の検討 

 2) 試験施工を通じた上記工法の技術移転 

 3) 試験施工のモニタリング結果を踏まえたビエンチャン市周辺のメコン河浸食対策に係る

基本計画の策定 

 今回の現地踏査及びヒアリングにおいて、主に以下３点が確認された〔詳細はＭ／Ｍ（付

属資料３）及び現地視察報告書参照〕。 

 a) 現地踏査で数kmにわたる浸食箇所が各所で見られ、重要施設が危険にさらされている

状況が確認された。 



－4－

b) 全体計画に基づいて浸食対策が実施されているわけではなく、限られた予算と他ドナ

ーの資金協力により、緊急対策を必要な箇所から実施していること。 

 c) しかしながら、輸入資材による既往の対策は高価であり、部分的にしか実施できない

ため、日本伝統工法の応用により、現地資材で実施可能な低コスト工法の検討及び試験

施工の実施に対する期待が強いこと。 

 d) 浸食対策に係る全体計画がないため、民間資本でBOT方式により、河岸浸食兼河岸開

発計画が動いていること（しかしながら、将来的な資金ソースがなく、現段階は800ｍ程

度の実施を予定しているとのこと）。 

 

(2) Ｓ／Ｗ及びＭ／Ｍ協議の概要 

 1) 調査名 

 先方要請書には“Mekong Riverbank Protection Project”とあったが、Ｍ／Ｐ策定地域をビ

エンチャン市に限定したことから、対処方針どおり“Mekong Riverbank Protection Around 

Vientiane Municipality”とすることで双方合意した。 

 2) 調査対象地域 

 対処方針どおり、Ｍ／Ｐ策定地域はビエンチャン市に絞り、一方で基礎調査は「ラ」国

内のメコン河全川において行うこととした。また、先方よりPakkadanの水制工についても

助言が欲しいとの要望があり、メコン河全川の基礎調査及び現地踏査の調査結果をMCTPC

の活動に役立てるよう、配慮することとした。 

 3) カウンターパート（Ｃ／Ｐ） 

 「ラ」側はMCTPCに限らず必要なＣ／Ｐを配慮することを約束した。 

 4) ステアリングコミッティー 

 河岸浸食対策に係る「ラ」国全土の計画策定はMCTPCであるが、ビエンチャン市におけ

る浸食対策実施機関はDCPTCである。一方でビエンチャン市の中央４区については1999年

より発足したVUDAAも浸食対策を含む計画策定及び事業実施する権限をもち、また、

LNMCは舟運に係る河川管理について、「ラ」国内の各省の調整を行っていることから、

MCTPC主導による、これら４機関（MCTPC、DCTPC、VUDAA、LNMC）によりステアリン

グコミッティーを組織することとした。 

 5) パイロットプロジェクト（試験施工） 

 試験施工については、可能な限り早急に実施してほしいとの要請があった。粗朶沈床工

については既往試験施工を踏まえた安価化、現地化を主目的としており、国際建設技術協

会の試験箇所下流近辺で、MCTPC側からも要望のあった箇所を選定することによって、基

礎データを活用できるため、初年度に実施する考えを伝えた。また、粗朶工の修得には長
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期間を要すると予想されるが、粗朶技術者がいる調査期間中に、施工及びモニタリングを

行うことを通じて効果的な技術移転を図ることが可能であるため、調査団より、２、３年

次について、規模にかかわらず「ラ」国側予算で粗朶沈床工を継続することを依頼し、 

Ｍ／Ｍに残すこととした。他の試験施工については、事前に工法及び施工箇所の検討が必

要なため、２年次に実施する考えを示した。 

 6) 技術移転セミナーについて及びＣ／Ｐ研修について 

 「ラ」国側の日本の伝統工法に係る技術移転に対する期待は強く、その手段として日本

におけるＣ／Ｐ研修及び「ラ」国における技術移転セミナーに対する要望が強くあったため、

Ｍ／Ｍに記載した。 

 7) 調査用資機材について 

 本格調査における使用機材のうち、パソコン、コピー機及び車両については、「ラ」国

側で用意することが困難であり、我が国に対して協力を要請してきたので、前向きに検討

する方向でＭ／Ｍに記載した。 

 8) その他「ラ」国側便宜供与事項について 

 その他のＳ／Ｗに係る「ラ」国側便宜供与事項については、「ラ」国側の合意を得た。 

 9) 報告書の公開について 

 調査結果の有効利用の観点から、本格調査にて作成される報告書は公開扱いとすること

で、「ラ」国側の合意を得て、Ｍ／Ｍに記載した。 

 

(3) 団長所感 

 1) 総 括 

 本調査団（団員６名）は、７月９日から７月20日（資料収集については26日まで）にわ

たり、標記調査のＳ／Ｗ協議のために「ラ」国に派遣され、「ラ」国関係機関との数次にわ

たる協議及びビエンチャン市周辺におけるメコン河の河岸現地調査を行った。 

 「ラ」国側陸上、メコン河水上及びタイ国陸上から実施した現地調査では、雨期でメコ

ン河の水位が高かったものの、河道の蛇行形状に応じて数kmに及ぶ大規模な河岸浸食が各

所で見られ、政府の石油貯蔵施設等の重要施設が危険にさらされている状況が確認された。

 「ラ」国政府も海外援助と限られた予算を利用して、重要箇所の河岸防護を実施している

ものの、対策が施されているのはごく一部であり、輸入材料を用いる既往対策が「ラ」国に

とって高コストであることから、現地材料を利用した低コストの対策に対する期待は高い。 

 また、箇所により浸食形態が異なり、既往対策が崩壊している事例もあることから、浸

食原因を十分把握したうえで適切な対策を選択することが重要である。 

 本格調査によって、コスト、実施体制、更には環境的側面からも「ラ」国が持続的に実
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施できる工法を見出すとともに、浸食メカニズムを明らかにすることによって適切な対策

の選択手法を提示することが期待される。 

 2) 試験施工 

 より安価で「ラ」国側が持続的に実施可能な対策を見出し、技術移転を図るとともに、

今後、「ラ」国側が継続的に実施すべき技術開発の契機とするためにも試験施工の共同実

施が重要な役割を果たすと考える。試験施工にあたっては、河道及び河岸の浸食形態、背

後地の重要性、対策工法の多様性の観点から、実施箇所及び工法を選択する必要がある。 

 具体的には、本格調査においての調査を踏まえ、「ラ」国とも議論し、決定するべきも

のであるが、事前調査で得られた知見を基に留意点を以下に示す。 

 a) 既に粗朶工法の試験施工が実施されていて「ラ」国側も高い期待をもっているが、「ラ」

国側が持続的に当該工法を実施していくためには、更なる技術移転とコスト低下の検討

が不可欠である。技術移転にあたっては継続的実施が重要であるため、既往の試験施工

の成果を踏まえて早期に低コスト化、技術移転のための施工を開始することが必要であ

る。また、技術の定着のためには少しずつでも「ラ」国側で継続的に実施されることが

望ましい。 

 b) 「ラ」国側で実施されている対策は主に籠を用いた護岸であるが、輸入資材である籠

のコスト、石材の確保が課題となっている。このため、粗朶等の入手しやすい材用の活

用を図るとともに、石材が少ないあるいは小径の石材でも可能な工法の検討が必要であ

る。 

 c) 資金の不足により重要箇所の防御も一部しか実施できていない「ラ」国においては、

試験施工といえども背後地の防御に資することが必要である。特に、石油貯蔵施設等の

重要施設がある箇所の試験施工においては、試験施工の実施から残された弱所が重要施

設に悪影響を及ぼさないように十分な延長を確保することが必要である。 

 d) メコン河が「ラ」国とタイ国の国境でもあることから、背後地の防御の必要性にかか

わらず、大規模な河岸浸食の進行は「ラ」国にとって重大な関心事となっている。この

ような箇所においては、植生や簡易な水制等によって長期間を要しても低コストで安定

化を図ることが可能な工法を検討する必要がある。 

 e) 本格調査の期間中に「ラ」国側が計画している護岸についても試験施工と位置づけ、

共同で低コスト化の検討を行い、技術移転を図ることも必要であろう。 

 3) Ｍ／Ｐ 

 ビエンチャン市以外の浸食対策についての検討も要望があるが、Ｍ／Ｐについては特に

重要性の高いビエンチャン市に限定し、他の箇所については、流域全体の調査の中で被災

状況の把握、対策の考え方の例示等として扱うことで「ラ」国側の要望に対応することが
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可能であると考える｡ 

 Ｍ／Ｐの内容については、本格調査において議論されるべきものであるが、事前調査で

得られた知見を基に留意点を以下に示す。 

 a) タイ国との国境に対する問題意識や宗教施設としての寺院など、経済的な費用便益で

は評価が困難な事項が重要視されている。このため、目標の設定や優先順位の決定等に

あたっては「ラ」国側との十分な協議が必要である。 

 b) 本Ｍ／Ｐを基に今後「ラ」国側が実施していくにあたり、「ラ」国側の資金を考えると、

短期的な投資計画ではごく一部の対策を示すにとどまる可能性がある。したがって、河

川形状、河岸形態、浸食の進行、浸食メカニズムに応じて長期にわたって「ラ」国側が

対策を実施していくことが可能となるよう、また、ビエンチャン市以外における対策を

検討するうえで参考となるよう、計画策定過程を提示し、対策方法の選択事例を示すこ

とに重きをおくべきであると考える。 

 c) 以上から、試験施工やＭ／Ｐの検討を基に「ラ」国と共同でマニュアルを作成するこ

とによって、「ラ」国側が今後継続的にマニュアルの改訂を実施できるよう、技術移転を

図ることが重要であると考える。 

 4) その他 

 以下、事前調査で得られた知見を基にその他の留意点を示す。 

 a) ビエンチャン市中心市街地前面のメコン河河岸において、民間による開発計画が進ん

でいる。深刻な浸食が進行している区間ではなく、また具体的な内容及び実行の可否も

明らかではないが、河岸防護の観点、河川環境保全の観点から十分な関心を寄せる必要

がある。河川の保全については、本格調査で法制度、体制、実施状況等について調べら

れるものであるが、状況によっては河岸保全の法制度等についても提言が必要となろう。 

 b) 技術移転の窓口及び計画策定等は上位機関であるMCTPCが担当するが、実施機関は

DCPCTである。このため双方の機関に対して技術移転を図ることが重要であり、「ラ」

国側も十分に連携して対応することを表明している。 

 c) 特に伝統技術の分野においては、技術移転を図るための日本側技術者の選定、確保が

重要であり、期間、時期、確保方法について十分な検討が必要である。 

 d) また、既に実施されたＣ／Ｐ研修に対して「ラ」国側は高く評価しており、期待も高い。

「ラ」国側が持続的に実施するためには、本調査が複数機関に対する技術移転が必要で

あることを踏まえたＣ／Ｐ研修の実施が不可欠であると考える。 

 5) おわりに 

 今回のMCTPC等との協議を通じ、「ラ」国において我が国の技術協力に対する期待が高

いことを強く感じた。これらは、既に実施されている試験施工等の成果であるとともに、
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JICA現地事務所をはじめとする現地関係者の尽力の賜物である。 

 このような良好な関係を継続していくためにも、本格調査が両国にとって有意義なもの

になるよう実施されることを願うとともに、今後とも、河川等における技術に対し、新た

な案件が発掘されることを期待したい。 

 事前調査でお世話になった関係各位に深く感謝する。 



－9－

第２章 調査対象地域の概要 
 

２－１ 自然条件 

２－２－１ 水文・気象 

 メコン河はチベットに源を発し雲南を経て南下し、最後に南シナ海に注ぐ延長4,620kmの大

河川である。「ラ」国はメコン河中流域に位置する国であり、国内を流れるメコン河本流の長さ

は1,898km、国土面積の86％がメコン河流域に属する。「ラ」国内のメコン河流域面積及び年間

流出量は流域６か国のなかで「ラ」国のシェアが最も大きい。 

 ビエンチャン水文観測点（ビエンチャン市街より約４km下流）における水文緒元は、流域面

積29万9,000km2、平均流量4,526ｍ3/sec、過去最大流量２万6,000ｍ3/sec：ゲージ高12.71ｍ（1966

年９月）、過去最小流量678ｍ3/sec：ゲージ高0.07ｍ（1995年４月）である。 

 流域の気候は熱帯モンスーン気候に属し、降雨量の季節的な変動が大きく、かつ地域的な差

も顕著である。すなわち、年間降雨量の80～90％は５～９月の雨期に集中して季節変動が大き

く、地域的には、東北タイ中央部の1,000mmからラオス－ヴィエトナム山岳部の4,000mmと大

きな地域格差がある。「ラ」国内では地域差、年較差が顕著であるが、一般的には、降水量は北

部で少なく、南部で多いといえる。その反面、気温較差は小さく、北は寒く、南は暖かい傾向

はあるものの、その差は２℃以内である。 

 ビエンチャンでは、図２－１、図２－２に示すように、年平均気温は26℃前後、平年降水量

は2,020mmであるが、降水量は年によって1,100mmから2,200mmと大きな幅がある。 

 

２－１－２ 地形・地質概要 

 ビエンチャン市はメコン河中流域に形成されたビエンチャン平原の南端に位置する都市であ

り、北緯は17度付近、東経102度付近、標高は160ｍ前後である。ビエンチャン平原は北～東に

はアンナン山脈、西にはドンピヤエン山地、南はコーラート丘陵に囲まれた平原である。平原

内の地形はやや複雑で、図２－３に示すように、高位段丘、低位台地、扇状地、自然堤防、デ

ルタ、湿地、旧河道、河原などが複雑に分布している。 

 ビエンチャン平原周辺の地質は、図２－４に示すように、平原内部は新生代第四紀の未固結

の地層が分布し、その周囲を中生代ジュラ紀～白亜紀の堆積岩（砂岩、泥岩等）が、更にその

周囲を中生代三畳紀～ジュラ紀の堆積岩（砂岩、泥岩等）が、その外側には古生代の堆積岩（砂

岩、泥岩、石灰岩等）が分布している。これらの地層は、泥質なものが多く、かつ激しく風化

している箇所が多いため、粘土化、ラテライト化している箇所が多い。 

 ビエンチャン周辺では、火成岩の分布は極めて少ない。一部に古生代の花崗岩が貫入してい

る箇所があるとされているが、その産状は不明である。 
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　ローカルコントラクターに案内され、原石採取場所の視察を行った。場所はビエンチャン市

街から約20kmメコン河を遡ったBang Angと呼ばれる一帯である。市街からは無舗装ではある

ものの、二車線道路が通じている。

　当地の地質は白亜紀の堆積岩で構成されており、砂岩、泥岩、石灰岩が主体と思われる。山

地は樹木が密生し、かなり風化が進行していることがうかがえるが、丘陵部（侵食部）では砂

岩の露頭、転石が見られる。この砂岩は、やや変成作用を受け、かなり硬質なものとなってお

り、一軸圧縮強度では数百kg/cm2程度、吸水率は比較的小さなものを期待できると考えられる。

写真２－１　砂岩転石露頭

２－１－３　メコン河沿いの地形・地質

　今回プロジェクトの対象であるビエンチャン市のメコン河河岸周辺に限った場合は、地形・

地質は比較的単純で、段丘、自然堤防、デルタの３種類が分布するにすぎず、その分布状況も

かなり単純なようにみえる。

　これらの地形のうち、今回視察を行った箇所は自然堤防にあたるものが多く、人家はこの地

形上に立地しているものが多い。この地形は標高165～170ｍ程度であり、背後の後背地とは明

瞭に区別できる。ただ、この自然堤防は、構成地質及び標高からみて、２つの種類に大別され

るようにみえる。ここでは標高がやや高いものを自然堤防１、やや低いものを自然堤防２と名

づける。

　自然堤防１はラテライトを主体とするもので、堆積したシルトが乾燥、圧密、脱水作用によ

り固化したものである。表面は脱色して白色を呈する箇所もあるが、全体に東南アジア特有の

ラテライト系赤色を呈している。全体にややのっぺりとした表面を呈しており、雨裂による浸
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食は比較的少ない。これは対象地域上流側に広く分布している地層であり、今回視察地域では、

Kao Liao PortからChom Chengにかけて分布している。ビエンチャン市街は大部分がこの地形上

に位置している。自然堤防２の地質よりも侵食に対して抵抗性が大きいものと考えられる。 

 自然堤防２は、自然堤防１よりも新しい時代のもののように見える。成層状況を見てとれる

箇所も多く、ラテライト化の進行があまり進んでいないか、あるいはラテライトを主体としな

がら、砂質土を含む箇所が多いものと考えられる。これは対象地域下流側Bo-o、Hatdokeoに広

く分布する。雨裂が発達した場所、あるいは波浪による小剥離が認められ、自然堤防１よりも

浸食に対する抵抗性が小さいものと予想される。 

 段丘は、ビエンチャン市街では、タートルアンなどに広く分布する地形であり、標高180ｍ程

度である。メコン河沿いでは日本大使公邸付近でわずかに見られるにすぎない（図２－２では

段丘地形は、メコン河に接しては分布しないように図示されているが、実際には大使公邸付近

でメコン河と接している）。 

 段丘の地質は不明である。おそらく比較的固結したラテライト、砂、砂礫で構成され、侵食

に対しては比較的強いものと考えられる。 

 デルタは自然堤防背後に広がる低平地である。今回対象地域では現河床堆積物に近い性質を

もつ地形であると考えられる。この地形は、河岸沿いの分布域は比較的狭く、対象地域南部の

Ban Hom、Thakbekなどに分布している。 

 デルタの地質は、成層した砂質土、礫、粘性土で構成される。浸食に対する抵抗性は小さく、

雨裂、波浪による剥離が随所に認められる。 

 

２－１－４ 動植物 

 メコン河は中・下流域には約400種の魚類が出現する。そのうち約300種は淡水魚種であり、

優越するグループはコイ目、ナマズ目であるとされている。その他の主要グループとしては、

アロワナ目のナギナタナマズ科、スズキ目のキノボリウオ科、トウギョ科、タイワンドジョウ

科などがある。 

 メコン河の魚類相は中流域と下流域で主の構成をやや異にしており、全魚種に占めるコイ目

魚類の割合は中流域でより高く、他方ニシン目やスズキ目の割合は下流域で高い。 

 これらの魚類のうち150種類が売買の対象になっており、そのうち、主な魚種は20種類ほどで

ある。これらの魚類はメコン河本流に生息すると同時に、自然堤防背後の広大な浸水原に生息

するものも多い。メコン河の水が栄養塩類に乏しいのにもかかわらず、高い魚類生産性をもつ

主な要因は、魚類の育成期と一致したこの水域拡大にあるものと考えられている。すなわち河

川背後の後背地が水系の魚類を支えているとはいえ、河川改修等に際しては、この浸水原の確

保が重要な課題とされている。 
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２－２ 社会条件 

２－２－１ 社会・経済概要 

 表２－１に「ラ」国の主な社会経済指標を示した。 

 1999年推計の「ラ」国のGDPは17億900万USドル、１人当たりGDPは322USドルである。GDP

は1996～2000年にかけては平均6.2％で推移しており、今後2010年に向けては、年平均７％の成

長が期待されている。しかし、洪水による農業への影響のため、EIU Country Reportによると、

2000～2002年にかけての成長率は６％弱にとどまるものと予想されている。 

 また、主な経済分野は依然農林業分野に偏っており、50％以上が農林業分野、26％がその他

（サービス分野）、22％が鉱工業分野となっている。またそれを就業者別でみると農林業偏重は

更に大きく、約78％の人口が農林業に従事しているといわれている。 

 「ラ」国における輸入超過は急速に減少しているものの、1999年では輸出は３億3,800万US

ドル、輸入は５億2,800万USドルで、約１億2,100万USドルの輸入超過となっている。主な輸出

先は、ベトナム国、タイ国であり、この２国で65％を占める。また主な輸入元はタイ国で、こ

の１国で約52％を占めている。日本への輸出は、構成比では５％以下、輸入は２％足らずを占

めるのみである（表２－１参照）。 

 

２－２－２ 人口・民族 

 「ラ」国には３つの民族グループがあるとされている。最大の民族グループは、「ラ」国全人

口の約半分を占めるラオ族である。ラオ族は別名ラオ・ルム（低地ラオ）ともよばれ、主にメ

コン河沿いに居住し、「ラ」国の政治・文化の主流を担っている。 

 「ラ」国の山腹に住むラオ・トゥン（山腹ラオ）と呼ばれる民族は「ラ」国の先住民である

と考えられている。主に山地部で焼畑農業に携わっている。 

 北ラオスの山頂近くに住むラオ・スーン（山頂ラオ）と呼ばれる民族は、３つの民族グルー

プの中では人口的に最も少なく、また、「ラ」国への移住も200年前からではないかと考えられ

ている。ラオ・トゥンと同じように焼畑民族で、山地でケシを栽培することで知られている。 

 これらの３グループに含まれない民族として、最も目立つのがベトナム人と華人である。第

２次世界大戦前には都市における民族構成としては、ラオ人よりもこれら両民族の方がマジョ

リティを占めていたとのことである。ベトナム戦争後の「ラ」国の都市では、ヨーロッパ人が

激減し、ベトナム人や華人も相対的人口を減少させている。現在の「ラ」国の都市で人口増加

をみせているのは、タイ人であるとされている。 

 1999年推計結果では、「ラ」国の人口は全国で509万人、そのうち14歳以下の人口が約44％を

占める典型的なピラミッド型の人口構造となっている。ビエンチャン市における人口は1999年

推計で58万3,000人、人口密度は149人／km2、人口増加率はこの10年で約26％である。 
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表２－１ 主要統計 

 1) 主要指標 

年 1996 1997 1998 1999 2000 
国民総生産（kp bn） 1,726 2,200 4,240 10,303 13,482 
国民総生産成長率（％） 6.9 6.9 4.0 7.3 5.7 
消費者物価指数（％） 13.0 27.5 91.0 128.5 25.1 
人口（百万人） 4.9 5.0 5.2 5.3 － 
輸入（US＄ｍ） 322.8 318.3 342.1 338.2 － 
輸出（US＄ｍ） 643.7 601.3 506.8 527.7 － 
外貨 -346.9 -305.5 -150.1 -121.1 － 
外貨準備高（US＄ｍ） 165.0 112.2 116.8 101.2 138.97 
通貨交換レート（K:US＄） 921 1,259 3,298 7,102 7,887 

 

 2) 産業構造（1999～2000年） 

産 業 比較（％） 
農林水産業 51.3 
サービス 26.1 
鉱工業 22.3 

 

 3) 輸出入品目（1997年） 

主要輸出品目 額（US＄ｍ） 主要輸入品目 額（US＄ｍ） 
衣類 90.5 建設機械、電気機械 82.8 
木材 89.7 消費財 73.7 
金（再輸出） 41.5 金と銀 50.4 
電力 20.8 オートバイ部品 24.9 
コーヒー 19.2   
合計（その他含む） 316.9 合計（その他含む） 647.9 

 

 4) 主要貿易国（1997年） 

主要輸出相手国 比率（％） 主要輸入相手国 比率（％） 
ベトナム 42.7 タイ 51.9 
タイ 22.1 ベトナム 3.9 
フランス 6.3 日本 1.6 
ベルギー 5.6 香港 1.5 
ドイツ 5.1 中国 0.8 

  出典：EIU Country Report Laos, May 2001 
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 ビエンチャン市（Municipality）は９つの区（District）に分かれている。各区ごとの統計デー

タは国家計画委員会(State Planning Committee：SPC)、国家統計センター（National Statistical 

Center：NSC）に依頼し、デジタルファイル（Excel Data）で受け取ることが可能である。今回、

各区ごとの人口データについて、SPCに依頼しデータを入手した。その例を表２－２に示す。 

 

２－２－３ 産 業 

(1) 水 産 

 メコン河流域の住民は動物たんぱく質として淡水魚類に大きく依存しており、「ラ」国

では８～10kg／人／年の魚の摂取量があるとされている。 

 メコン河中下流域には約400種の魚類が出現し、そのうち150種類が売買の対象になって

いる。そのうち、主な魚種は20種類ほどである。主な漁場としてはカンボジアの大湖、タ

イ国のノンハン沼沢地があげられる。「ラ」国においても沼、湖、池などが主な漁場であ

るが、ビエンチャンからタケクにかけてはメコン河本流の漁場も盛んであるとされている。

また、メコン河本流においては、小規模なものであるが、イカダを利用した養殖も盛んで

あり、ビエンチャン周辺においても随所にこうした養殖イカダを見ることができる。 

 流域の漁業は半農半漁的あるいは半自給的な零細漁業と自給漁業が主体である。「ラ」

国内における漁獲高の経年変化を表２－３に示した。これより分かるように、2000年にお

ける漁獲高は71万ｔに上る。また、過去10年間は急速に漁獲高が増大し、水産資源の枯渇が

議論されるようになっている。 

 

表２－３ 「ラ」国内における漁獲高推移表 

 
年 漁獲高(ｔ) 年 漁獲高(ｔ) 
1986 28,200 1994 39,000 
1987 29,200 1995 40,200 
1988 29,500 1996 40,500 
1989 30,200 1997 41,000 
1990 30,500 1998 42,000 
1991 35,000 1999 60,403 
1992 37,000 2000 71,316 
1993 38,200   

 

(2) 農 業 

 「ラ」国における農業の特徴は、山がちな地形のために農地面積が約80万haで国土面積

の3.4％にすぎないこと、及び雨期には洪水にみまわれ、乾期には渇水となる不安定な生

産条件である。 
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 「ラ」国のGDPの３分の２は農業によるもので、人口の４分の３が農民であり、その主

力は稲作農業である。「ラ」国の農地の中でも最も重要なのがビエンチャン平野である。

ビエンチャン平野には一部に排水不良の湿地帯もあるが、10万haほどの土地に水田農業が

行われている。この農地のうち、約１万3,000haに揚水灌漑が行われており、メコン河には

随所に揚水設備を見ることができる。また、これ以外に重力式灌漑方式も２か所で行われ

ている。 

 米以外の農産物としては、コーヒー、茶、トウモロコシ、綿、タバコ、南京豆、大豆、

サトウキビなどがある。 

 

(3) 林 業 

 「ラ」国は国土の50％近くが森林に覆われており、森林は最も価値のある天然資源とな

っている。「ラ」国では従来、農業と林業を兼ねて生計を営んでいる住民も多かった。し

かし、一方で焼畑農民の数も多く、1980年代以降、先進国、近隣諸国の林業業者が入って

伐採をはじめてから、林業が急速に失われつつある。「ラ」国政府は森林保護の立場から

1989年以降、木材や藤その他の伐採に対して高額の税を課しており、木材伐採量の延びを

20％以下に押さえ込みたいとしている。 
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２－３ 行政・組織体制 

２－３－１ 行 政 

 ビエンチャン市は、メコン河に沿って東西約130km、南北約30kmに広がる面積3,920km、人

口は約55万人を擁する「ラ」国の首都である。ここでいうビエンチャン市とは９つの区（District）

の集合体である。それぞれの区はChanthabuly、Sikhottabong、Xaysetha、Hadxaifong、Sangthong、

Mayparkngumであり、市域を除くビエンチャン県は人口約30万人、面積１万6,000km2である。

しかし、ビエンチャン市は50万人規模の都市ではない。市域のうち、市街地を形成しているの

はSisattanak、Sikhottabong、Chanthabuly、Xaysethaの４区にすぎない。1995年時点で都心４区

と周辺の２区を併せたＭ／Ｐ対象区域9,300haの人口は約23万人にすぎない。Ｍ／Ｐの区域は首

都機能を担うため、周辺区域を統合して拡大している。2000年時点では前述の４区に加えて５

区が編入されて９区になっている。 

 行政組織は中央政府として首相府、国防、外務、内務等の省が設けられている、公共事業を

担う組織として通信・運輸・郵政・建設を担当するMCTPCがある。・ 

 各県に､下部組織としてDCTPCがあり、地方の公共事業を担っている。公共事業予算は国家予

算であるが、人事や人件費が地方政府の所管であることから、日本の各県の土木部と建設省地

方建設局等の機能を併せ持った組織といえよう。 

 各県は、幾つかの部（District）から構成されていて、その下に村（Village）がある。なお、

ビエンチャン市は特別市として県と同格の権限が与えられている。 

 2000年にビエンチャン市の都心４区を所管する組織として、VUDAAが大統領令によって発足

した。ビエンチャン市から４区に関する権限が委譲される過程で国家承認も済んでいないとのこ

とである｡VUDAAは組織としては存在しているが、どこまでの権限が与えられているかは定かで

はない。 

 このような組織で公共事業がされていて、その一部がメコン河の浸食対策ということになる。

DCTPCとVUDAAで権限をめぐる勢力争いがおこりそうなものであるが、ラオス人の国民性に

由来するのか、それとも争うほどの事業量が少ないせいか、そのような争いはまったくなさそ

うである。 

 

２－３－２ 組織体制 

 メコン河河岸浸食対策計画に関係する組織には以下に示す５つの組織がある。 

① 国家計画委員会国際経済協力局 

Department of International Economic Cooperation (DIEC), State Planning Committee (SPC) 

② ラオスメコン委員会 

Lao National Mekong River Committee (LNMC) 



－22－

③ 公共事業省 

Ministry of Communication, Transport, Post and Construction (MCTPC) 

④ ビエンチャン市公共事業局 

Department of Communication, Transport, Post and Construction (DCTPC) 

⑤ ビエンチャン市都市開発管理局 

Vientiane Urban Development Administrative Authority (VUDAA) 

 上記組織の一般的な役割は、以下に示すとおりである。 

① DIEC：各省庁から提出される対外援助要請の審査・承認、案件実施のモニタリング、援

助国側との総合調整業務 

SPCは経済社会開発計画、公共投資計画、外国援助受入れ、経済・社会統計整備・分析を

担当する省と同格の組織。その組織は委員長、副委員長の下に６つの部局及び経済分析研

究所、統計センターがあるほか、地方（県・地区レベル）にも出先機関が設けられている。 

② LNMC ：メコン河の開発に関して「ラ」国内の省庁等関係機関を調整 

③ MCTPC ：「ラ」国内における公共事業の計画・管理 

④ DCTPC ：MCTPCが計画したビエンチャン市にかかわる公共事業の実施 

⑤ VUDAA ：DCTPCと連携してMCTPCが計画したビエンチャン市特別４区にかかわる公共

事業の実施 

 このうち、メコン河河岸浸食対策計画に直接関係する組織はMCTPCとDCTPCの２つの組織

である。いかに各々の体制を示すとともに、入手できた組織図を図２－５～２－７に示す。 

① MCTPC 

 MCTPCは｢ラ｣国内で実施される公共事業の計画・管理を担当する中央行政機関であり、

大臣、副大臣（数名）の下に９つの部局、都市計画研究所、水供給及び鉄道開発委員会が

あるほか、県・地区単位の出先機関を擁する。 

 このうち、メコン河河岸浸食対策計画を担当するのは道路局であり、９つの部のうち、

内陸水路管理部（Division of Inland Waterway Administration）等の関連部署が実務にあたる

ものと考えられる。 

② DCTPC 

 DCTPCはMCTPCが計画・策定したビエンチャン市にかかわる公共事業を実施する地方

行政機関である。その組織は､予算・企画事務局の下に護岸・陸上輸送・汚水排水・道路

の建設と維持等の事業を管理する交通管理部、貨物輸送事業を管理する水陸輸送管理部、

及び車両及び運転等に関する技術管理部の３つの部署があり、運営機関として都市計画及

び住宅供給機関、貨客及び貨物輸送・道路及び橋梁建設・コンクリート製造・石材供給等

を業務とする11の企業体のほか、地区単位の出先機関を９か所設置している。このうち、
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本格調査で実施されるメコン河河岸浸食対策計画及び試験施工を担当する部署は、交通管

理部（Communication Management）内の護岸事業部（Bank Protection Project）、河川調査・

設計・建設会社（Fluvial Survey Design and Construction Company）、及び石材供給会社（Rock 

Supply Company）であると考えられる。 
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２－４ 浸食被害状況 

 現地でメコン河の河岸浸食状況を目視による現地踏査を行った。約40km強の区間で15地点の河

岸浸食状況を陸上と水上から視察した。あわせて、タイ国側で実施された河岸浸食対策工の現状

を視察した。現地踏査を実施したときは既に雨期でメコン河の水位は比較的高く、河岸法尻部の

洗掘が進行していると想像されたが、その状況はまったく直視することはできなかった。河道の

蛇行形状に応じて数kmに及ぶ大規模な河岸浸食が各所で見られ、政府の石油貯蔵施設等の重要施

設が危険にさらされている状況が確認された。箇所により浸食形態が異なり、既往対策が崩壊し

ている事例もみられた。既存資料から判断すると雨期の水流によって河道特性上、水衝部になる

箇所で河岸法尻での洗掘が原因となって乾期に河岸の崩落による河岸後退が進むということが考

えられる。視察では流速も毎秒１ｍ強であり、水衝部などで河岸の表面で浸食が進行するといっ

た状況は観察されなかった。今回の現地踏査はビエンチャン市周辺にとどまったが、その他の浸

食箇所については、MCTPCから提示された浸食箇所のリストを表２－４に参考として示した。 

 

２－５ 浸食対策関連施設の現況 

 視察を通して得られた河岸浸食の既設対策工の概要を以下に示す（図２－８及び河岸現況写真

１～17参照）。あわせて、現地での典型的な対策工であるフトン籠と石材マット（現地ではReno 

mattressと呼称）を組み合わせた既往浸食対策工の標準断面図を図２－９に示す。 

 

(1) Kao Liao Port 

 木材等の荷物運搬船（数十ｔ）が護岸に平行接岸できる程度の港であり、法覆工として捨石

をセメントで固めた工法がとられている。法覆工自体の浸食被害は見られなかったが､対策が

実施されたことから推測すると基礎部における洗掘あるいは浸食の進行が想定できる。 

 

(2) Ice Factory 

 製氷会社の資金提供により、工場敷地の範囲で護岸工が施工されている。収集した施工図

によると、河岸法面の法尻から上側４ｍ付近に護岸基礎として１ｍ×１ｍのフトン籠が３段

積まれ、その上部に法覆工として厚さ30cmのフトン籠、下部に基礎部の洗掘対策として厚さ

30cmのフトン籠が施工されている。現時点では、沈下・はらみだし等の発生がみられないこ

とから護岸工は安定していると考えられる。ただし、基礎部の洗掘対策が不完全であり、基

礎部の洗掘に伴う護岸工全体の崩壊の危険性がある。 

 

(3) Muang Wa 

 国際建設技術協会が粗朶沈床の試験施工を実施した場所。河岸法面は直立して背後地にあ
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る寺や民家に迫っている。直立した河岸の法面は水勢による浸食作用で形成されたものでは

なく、雨期の河川水位の上昇に伴い、飽和した河岸が乾期の水位低下時に斜面の安定性に対

する力学的バランスを保つことができず、重力作用によって崩壊して形成されたものと考え

られる。国際建設技術協会は、この河岸法面の浸食対策工として、根固工及び根固水制工に

粗朶沈床、法覆工にフトン籠（７段積み）を適用して試験施工を実施している。また、試験

施工区間には法覆工の未施工区間もあり、法覆工の試験も行っている。 

 

(4) Shibounhuang・Wattay 

 オーストラリアの援助により護岸工が施されている。Ice Factoryとまったく同様の工法が

採用されていることから、基礎部の洗掘に伴う護岸工全体の崩壊の危険性がある。どちらも

河岸は民家に迫っているが、現時点では、法覆工は浸食の影響を受けていない。 

 

(5) Watchan 

 ｢ラ｣国の民間会社(Modern Home Co.，Ltd)によるメコン河河岸開発事業が実施されている地

区である。ビジネス･雇用･憩いの場を創出する目的で､発達した砂州に沿って幅40ｍから100ｍ

程度の敷地を造成するBOT方式の開発事業であり、現在、総開発延長６kmのうち800ｍを施工

中。敷地は付近の河床を浚渫した材料を現況河岸の前面に埋め立てて造成し、マカフェリー社

製のフトン籠を使用したテールアルメ工法による土留め壁を護岸工として採用を計画してい

る。砂州で形成されている低水路部河岸の浸食対策は計画されていない。一方、現況河岸は木々

が茂る自然環境豊かな空間であり、砂州が高水敷化していて浸食の影響を受けにくいことから

も、砂州を含めて環境保護地区として保全することが望ましい地区である。今後、本格調査を

実施する際、浸食対策計画のなかで当事業の位置づけを明確にしておく必要がある。 

 

(6) Phan Man 

 「ラ」国の予算を使用して今月（７月）完成したばかりの護岸工である。適用した護岸の

工法はIce Factoryと同じであるが、河川形状から水あたりのエネルギーが大きいと予測でき

るため根固め工として捨石を施工しており、その効果をモニタリングによって確認するとの

説明があった。 

 

(7) Wat Shop 

 護岸の工法はIce Factoryと同様の工法である。過去に、盛土材の吸出しに起因して上部法

覆工が崩壊した被災歴がある。現在、法覆工は復旧されており２回の洪水を経験しているが、

沈下・はらみだし等の発生はみられない。 
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(8) Chom Cheng 

 数十ｍに及ぶ河岸線の後退に圧迫されて寺は移設されたという説明があった。河岸法肩部

の勾配は他の地点の浸食を受けた法面と比較すると緩やかである。局部的に浸食が発生して

いるところには、MCTPCの技術者からアドバイスを受けて寺のお坊さん達が浸食の進行を防

止する目的で設置した杭出し水制工のようなものがある。この河岸法面は、寺の移設時に、

浸食の影響を緩和するため、人工的に整形された可能性がある。 

 

(9) Bo-o 

 Muang Waと同様に、直立した河岸法面が連続して民家に迫っている。本地点における直

立した河岸法面も、河岸を構成する土の強度不足が原因で、河岸が崩壊して形成されたもの

であり、洪水時の水勢により河岸が直接浸食されたものではないと考えられる。浸食対策工

としてMuang Waと類似の工法が適用できると考えられる。また、MCTPCは本地点に対する

浸食対策工の自力施工を予定しており、本格調査の期間内に施工される場合、その工法を「ラ」

国側で実施する試験施工と位置づけて、Ｍ／Ｐ作成の資料として利用することができる。工

法の概要は、直立した河岸の前面に腹付け盛土を施して浸食部を保護する方法で、基礎部は

基礎工と根固め工を兼ねた捨石を施し、法覆工としてフトン籠を使用している。 

 

(10) Hatdokeo 

 河川水位が高く、全体的な浸食の進行状況を直視することができなかったが、局部的に河

岸法肩部まで直立した崩壊跡を確認することができた。当地区における背後地の状況は、河

川に沿って堤防兼用と思われる道路が通っており、道路の陸側では畑及び水田が連続し、民

家が点在する。河川内にはフローティングタイプのポンプ場が散在している。当地区におけ

る河岸浸食対策工の必要性は強く感じられないが、国土保全という観点から、できるだけ工

事費が安価で効果が期待できる河岸浸食対策工の工法の開発が望まれる。 

 

(11) Sithan-Tay 

 延々と続く浸食跡が確認された。河岸線の後退に圧迫されて送電線の移設に追いやられた

苦い経験がある。1987年に盛土高３ｍ程度の堤防兼用道路が建設されているが、当地点では、

浸食された河岸が法尻から10ｍ先まで迫っている。当地区における背後地の状況は、Hatdkeo

地区と同様に道路の陸側では畑及び水田が連続している。当地区においても、国土保全とい

う観点から安価で効果の期待できる河岸浸食対策工の工法の開発が望まれる。 
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(12) Gate地点 

 農林省が管理する排水路の流末に設けられた逆流防止施設であり、送電線と同様に河岸線

の後退に起因して現在の位置に移設された。上流側にメインゲート５門（スライドゲート、

幅：2.5ｍ）と下流側にフラップゲート５門が設置されている。 

 

(13) National Culture Park 

 「ラ」国側が自力で設計・施工し1997年に完成した河岸浸食対策工である。友好橋の景観

の一部を構成しており、「ラ」国の表玄関の１つである。護岸工の概要は、河岸法面中段部に

表面がフトン籠で保護された腹付け盛土による天端幅５ｍの基礎を設け、１ｍ角のフトン籠

を７段に積み上げた土留め壁で残り半分の河岸を洪水から防護している。現時点では護岸は

安定を保っているが、基礎部の洗掘が致命的な弱点となることから、腹付け盛土部の安定性

に対する定期的な点検を行う必要がある。 

 

(14) Thadua 

 オーストラリアの援助により1992年に完成した護岸工である。Ice Factoryと同様の工法が

採用されている。緑化が進行しており、護岸が定着していると考えられるが、基礎部の安定

性に対する定期的な点検が望まれる。 

 

(15) 石油タンク地点 

当地区は友好橋から一望できるところに位置し、友好橋の既設取り付け護岸とNational 

Culture Centerの既設護岸に挟まれている。浸食された河岸線は石油タンクの直前まで迫っ

ており、「ラ」国の表玄関であることからも緊急な浸食対策工が必要な地区である。試験施工

の一部として、可能な範囲内での工法で、かつ地区全体をカバーする浸食対策工の実施が望

まれる。 

 

(16) タイ国側の河岸 

 タイ国側で実施された河岸浸食対策工の状況をタイ水位観測所の案内で数か所見学した。

見学した河岸浸食対策工はすべて同じ工法の護岸工で、河岸前面に緩勾配（1:2.5）の腹付け

盛土を施し、法面を厚さ70cmの捨石で被覆している。民家が集中している地区では、コンク

リート矢板を水際に建て込み護岸天端部を拡幅し、色彩ブロック・植栽等を施して水際の河

川空間を創造して市民の憩いの場を提供している。 
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２－６ 浸食対策関連計画の進捗状況及び将来計画 

 ビエンチャン市のメコン河河岸浸食対策の計画と建設を担当する機関としては既に述べたよう

に、MCTPC、DCTPC、VUDAAがあり、調整機関としてLNMCがある。これらの機関が限られた

予算のなかで、寺などの重要な文化遺産が浸食による流失等の災害から守るための対策を実施し

ている。 

 上記の公共事業とは別に、モダーンホーム（Modern Home Co., Ltd）という民間企業が独自に

メコン河河岸浸食対策及び開発計画（The Mekong River Bank Erosion Protection and Development 

Project）を作成し、BOTでその一部を実施中である。この計画にビエンチャン市の浸食対策が含

まれている。計画は３段階で実施される計画になっている。第１次ではパパサック技術学校

（Pakpasack Technical School）からタトカオ村（That Khao Village）までの2,400ｍを対象とし、建

設費は2,000万USドルである。第２次はワッタイ村（Wattay Village）からパパサック技術学校

（Pakpasack Technical School）までの4,000ｍが対象で建設費は4,000万USドルである。第３次が

ドンチャン島（Donchanh Island）開発計画で盛土による造成とレクリエーション施設等の開発計

画で建設費は4,000万ドルであり、建設費は総額で１億ドルに上ると予想されている。現在、市内

中心部に近いランサムホテル（Lane-Xane Hotel）の斜め前方で浚渫による造成が進行中である。

計画では第１次は2002年に完成し、2006年にはすべて完成することになっている。浸食対策とし

て市内には洪水防御壁を建設し、その他には防錆ボックス（Anti-rust Metal-coated Boxes, covered 

with PVC）システムによる浸食対策が計画されている。現在造成が進行している場所はビエンチ

ャンでもレストランなどを営業するには一等地であるから資金の調達も多少は見込めるが、全体

としてはキャッシュフローを考えるとBOT事業として成り立つとは到底信じられない。また、現

在造成が進行している場所は浸食の問題はないので、今回の開発調査に影響を与えるとは思えな

い。 

 ビエンチャン市の浸食対策関連計画と将来計画に関しては、公共事業省の年間予算が270万US

ドル程度で、更にこのなかのわずかな予算で浸食対策を実施するのであるからビエンチャン市民

にとって重要な場所から緊急対策も含めて少しずつ実施するというのが現状である。 

 

２－７ 資料保有状況、ローカルコンサルタント 

２－７－１ 一般統計資料 

 「ラ」国においては、NSCが統計に関する業務を実施している。ここでは、収集資料リスト

に示したような、一般的な統計書を製作、販売している。また、求めに応じて、原データを加

工、集計することも実施している。例えば、ビエンチャン市における人口データは、市販統計

書では市全体の数値しか示されていないが、今回調査団の求めに応じて、ビエンチャン市内各

区ごとの人口統計データが提供された。この原データ加工、集計のために要する費用は、出力
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データ１KBごとに500KP（＝約８円）、要する時間は数日程度（データボリュームによる）であ

る。 

 また、「ラ」国における国勢調査は10年ごとに実施されており、現在入手可能なものは、1995年

実施のものである。次回は2005年に国勢調査を実施予定とのことである。 

 

２－７－２ 地形図・地質図、水文データ 

 地形図はPrime Minister’s Office, National Geographic Departmentで調達が可能である。「ラ」

国においては、1/100,000の基本地形図として全国にわたって整備されており、同Department

の売店で購入が可能である。また、ビエンチャン市街の一部においては1/10,000の地形図があ

り、これも購入可能である（ただし、市販されているものは市内のごく中心部に限られる）。 

 1/50,000の地形図並びに古い1/100,000地形図は市販されていないが、同Departmentに保管さ

れており、JICAプロジェクトのために、コピーすることは可能である（無料でよいとのことで

ある）。 

 空中写真は、ビエンチャン周辺については、1983年以降、数年おきに撮影が行われている（縮

尺1/6,000～1/16,000、1999年撮影分のみカラー、それ以外は白黒）。この空中写真については、

１枚５USドルで提供可能とのことである。 

 以上、National Geographic Departmentはかなりの地図資料を有しており、かつJICAプロジェ

クトに関して極めて好意的である。上記以外にも有用な資料が保管されている可能性が大きく、

本格調査に際しては時間をかけて資料を収集することが必要である。先方コンタクト先は以下

のとおりである。 

Mr. Bouasoth Souvannakoummane, Head of Photogrammetric Division 

National Geographic Department, Prime Minister’s Office 

Tel：218470, Fax：214915, E-mail：ngdsc@pan-laos.net.la 

 また、日仏共同統治時代（1940年代）、陸軍参謀本部によりビエンチャン市の測量が行われ、

地形図が発行されている。これは日本の国立国会図書館で閲覧、コピーが可能であるため、必

要があれば参照されたい。 

 地形情報に比べて、「ラ」国における地質情報は極めて乏しい。唯一入手できたものは、ラオ

ス全土地質図（縮尺1/1,000,0000）のみであった。これは、「ラ」国の鉱物資源が乏しい、ある

いは開発が遅れていることに起因していると考えられる。 

 また、土地利用図、土壌図については、事前調査団が接触した範囲では、その存在は確認さ

れていない。 

 水文・気象データは「Lower Mekong Hydrologic Yearbook, Mekong Commission」にまとめられて

いる。また、「ラ」国側における水文観測はＣ／ＰであるMCPCTが担当しているため、必要に応
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じて詳細データの閲覧が可能である。また、これ以外に、水文観測はMinistry of Agriculture & 

Forestryが、気象観測はMeteorological Agencyが実施しているとのことであるが、詳細は不明であ

る。 

 

２－７－３ ローカルコンサルタント 

 「ラ」国においては、国内外のコンサルタント会社が多数存在する。今回は、MCPTCの紹介

により、以下の２社を訪問した。 

 

(1) CDRI (Communication Design and Research Institute) 

Tha Deua Road, Km５, Vientiane, Lao PDR, PO.Box7329 

Tel：31-3510, Fax：31-4811, E-mail：cdri@laotel.com 

 1985年に設立された、MCPTCに所属するコンサルタント会社である。主にMCPCT並び

に各援助機関から発注される業務を実施しており、売上高は年間80万USドル程度である。

JICAプロジェクトの経験は、日本のコンサルタント会社からの現地再委託で、人材派遣、

測量、地盤調査を実施したとのことである。 

 業務対象は道路、橋梁等の設計、施工管理が主体であるが、その他、灌漑、河川等の仕

事も多いとのことである。また、地形測量、地質調査なども実施しており、ボーリング機

材、土質・材料試験室、測量機材なども整備されている。 

 エンジニアの数は、道路（31名）、構造（10名）、土質（７名）、水文（５名）、環境（２

名）、社会（１名）、試験・測量・CAD（40名）である。 

 調査団の応対にあたったマネージャー及びエンジニア各１名は、やや難はあるが、かろ

うじて英語によるコミュニケーションは可能であった。 

 

(2) SK Consultants 

７Phonthan Road, Vientiane, Lao PDR, PO.Box881 

Tel：413896, Fax：416014, E-mail：skconst@loxinfo.co.th 

 1991年に設立された民間会社であり、年間売上は約20万USドルである。ホテル等の建築

設計を得意とする会社であり、Lao Plaza Hotelの設計等の実績がある。しかし、近年は業

務の主力を、環境関連（灌漑、下水、上水、廃棄物）のエンジニアリングに移しており、

社会環境調査（例えば、今回プロジェクトの場合、原石山の権利調査、移転、補償等）も

得意としている。また、河岸浸食防止工事の設計、施工管理をBakseで実施したとのことで

ある。発注先は、主として世銀、ADB、UNDP等の援助機関であるが、これまでにJICA関

連の仕事の実績はない。 
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 調査団の応対には、社長のSengkham PHINITH氏があたったが、英語でのコミュニケーシ

ョンはまったく問題がなかった。 

 (3) VV Company 

２nd Floor, SK Buildeng, Vientiane, Lao PDR 

Tel：41-2466, Fax：41-4568 

 1987年に政府管轄下のコンサルタント会社として設立されたが、1993年に民間会社とな

り、現在は、SK Consultantの関連会社となっている模様である。 

 道路、橋梁、灌漑を得意とするが、測量、地盤調査も主要業務として実施しており、測

量、ボーリング機材、土質試験室も所有している。 
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第３章 環境予備調査 
 

３－１ 環境関連組織・法規 

(1) 環境関連組織 

 「ラ」国においては、1993年、Prime Minster’s Decree63号を基に発足した科学・技術・環

境庁（Science, Technology and Environmental Agency：STEA）が環境問題に対する総括組織と

して機能している。この組織は、図３－１に示すように、環境局、環境研究所、科学技術局、

知的所有権局、科学研究所、技術研究所から成り、環境政策・法規の立案等は環境局で行い、

データの測定、収集、管理は環境研究所で嫉視しているとのことである。ただし、各部局と

もスタッフの数は少なく、詳細は不明であるが、総職員数は200名足らずで、各課、各センタ

ーのスタッフは１～数名程度のところが多いようである。 

 また、STEA以外の各省庁の内部にも環境担当エンジニアが配置されているところもある。

例えば、MCTPC道路局においては、課としては独立していないものの、２名の環境担当者が

配置され、新規プロジェクトの環境影響評価など、環境問題に対処している。ただし、MCTPC

の河川部門にはこうした環境分野の担当者はおらず、環境影響評価等の実施経験もないとの

ことである。 

 

(2) 環境関連法規 

 「ラ」国における環境基本法として、Environmental Protection Lawが1999年に制定されて

いる。この法律は、「ラ」国における環境法体系のUmbrella Lawとなるべきもので、このなか

には、環境悪化に対する施策、汚染のコントロール、環境保全、環境保護のためのファンド、

国際協力、環境管理とモニタリングなどが記されている。 

 「ラ」国においては、工場、ビルなどからの排水による水質汚濁が進行しているため、排

水基準が制定されている。この排水基準には工業手工芸省によって制定された工業排水基準

と科学・技術・環境庁によって制定された一般排水基準がある。前者は、精糖、衣料、パル

プ、製紙等の工場と屠殺場からの排水についての規制であり、後者はビル、住宅地、サービ

スセンター（ホテル、スーパー等）についての規制である。各基準とも、規制項目はBOD、

COD、TDS、pH等の基本的なものに限られている。また、この基準には罰則規定がなく、排

水がこの基準値以下であるか超えているかを検査する機関、機材、人材も準備されていない

ため、その実効性は疑問である。 

 排水基準以外の環境関連法としては、森林法、水資源法がある。しかし、水、大気、その

他の公害、都市問題に対して直接環境管理を目的とする法律は制定されていない。 
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(3) 環境影響評価 

 環境影響評価に関する法律は現時点では制定されていない。環境基本法には、環境影響評

価についての記載があり、STEAが環境影響評価の仕組みを制定することが定められているが、

その時期については不明である。 

 ただ、大規模なプロジェクトに関しては、環境影響評価を実施し、その結果をSTEAに報告、

STEAは環境関連省庁、青年同盟、婦人同盟、僧侶同盟等のInterministrial Working Group on 

Environment（IWGE）の意見を求め、その結果を首相に報告し、首相が最終決断を行うとい

うシステムが稼動中とのことである。 

 また、MCTPC道路局においては、「Guidelines for Reducing the Environmental Effects of Road 

Projects in LPDR」及び「Manual of Environmental Impact Assessment Procedures for Road Projects 

in LPDR」が準備されている。これは、「Recommended Guidelines by STENO, ref.1290/STENO, 

Nov. 1997」に準拠したものであり、MCTPCが実施するすべての道路プロジェクトはこのガ

イドラインとマニュアルに従って環境評価が実施されるとのことである。ただし、実際の環

境評価に際しては、ほとんどが既存資料の調査のみで報告書が作成され、実際にフィールド

での測定が実施されることは少ないとのことである。ただ、こうしたガイドライン、マニュ

アルは河川に関してはまだ準備されていない。また、こうした環境評価報告書の作成は、「ラ」

国に多数存在する環境NGO（例えば、The World Conservation Union）が実施しているようで

ある。 

 

(4) 自然保護規制区域 

 「ラ」国では森林喪失に対する危機感が強く、1995年には図３－２に示す17地域をNational 

Biodiversity Protection Areaとして指定している。これより分かるように、ビエンチャン市東

北部の一帯では広い地域がPhou Kaho Khoay保全区として指定されている。指定地域の規制

内容については不明であるが、樹木の伐採、土石の採取に対しては強い規制があるものと考

えられる。 

 また、この指定地域とは別に、ビエンチャン市西部では一部の地域が森林保護区域として

指定されている可能性がある。このことは、参考文献（メコン河流域開発・環境調査研究報

告書、P.34、平成10年６月、JICA）の図中に記載されているもので元の出所は不明である。

現地での聞き込み、資料調査ではこうした指定地域の存在は確認できなかったが、この地域

周辺が粗朶材料採取、原石採取の候補地にあがっていることから慎重な対応が必要である。

本格調査に際しては、この地域の森林保護指定の有無について十分な調査が必要である。 



－57－

３－２ 現地環境踏査結果 

 今回の現地調査で特に印象に残ったことは、他の開発途上国と比べて、川沿いにゴミの散乱が

非常に少ないことである。特にビエンチャン市街では、人口数十万人という規模の町で、川沿い

に人家が張り付いているにもかかわらず、投棄されたゴミが極めて少ない。これはメコン河と「ラ」

国の人々との良好な関係を示しているものと考えられる。 

 また、タイ国側と比べると、「ラ」国では川と人々の生活学校身近であることも印象に残った。

タイ国側では、Non-kai、 Sichengmaiの河岸は単に通過する場所となっており、ベンチ、木陰など

も少なく、人影も見当たらない。即断は避けたいが、河岸の整備が人々を川から遠ざける原因に

なっているようにもみえた。それに比べ、「ラ」国側では川岸は緑豊かで、静かな落ち着いた場所

となっており、随所で人々が憩い、遊ぶ姿を見ることができた。ただ、タイ国側でもTsamafuang、 

Kong Naut等の護岸では、自然なシルテーションによる覆土により、植生が回復しており、今後、

良好な環境の岸辺が形成されていくものと期待される。 

 これまでに「ラ」国側で施された大部分の浸食防止工は、生態、景観からも問題の少ないもの

であり、地域住民が水辺に下りることのできる構造となっていることから、環境上大きな問題は

ないものと考えられる。特に、Thaduaにおいては、石積み護岸が完成したあとに地域住民の手に

よって植樹が施され、緑豊かな岸辺が形成されている。 

 しかし、Wat Shopに施された護岸は、蛇籠工が堤防上に立ち上がっており、景観上望ましくな

いのみならず、急傾斜であるため地域住民が川に近づくことが困難な構造となっている。川との

共生及び景観という観点から問題がある。 

 漁業、動植物、水質の問題に対しては、現地調査結果からは問題があるとはみえなかった。 

 今回のプロジェクトにおいて環境並びに工法のフィージビリティの点で問題になる可能性のあ

るのは、ぐり石等の石材の問題と考えられる。既存の護岸では、「ラ」国側は35～50km離れた場

所から、タイ国側でも50km離れた場所から石材を運搬しているとのことであるが、石灰岩、粘板

岩、泥岩等が多く、石質として良好なものではない。今回事前調査では十分な調査ができていな

いが、高温、多湿、かつ風化しやすい地質が多いことに起因して、タイ国側も含め、ビエンチャ

ン市周辺では原石山となる地層の分布が乏しいものと考えられる。今後、本格調査において護岸

対策工の方針を策定する際には、材料の確保、運搬、入会権、自然保護の問題について細心の注

意を払い、持続可能な工法となるように配慮する必要がある。 

 国建協試験施工時に用いられた、粗朶材料採取現地の視察を行った。現地は国道13号線から約

２km離れた丘陵地であり、森林は６km×４kmの広がりをもっている。植生は熱帯季節林～温帯

季節林の様相をみせており、下生えが顕著である。全体にやや粗放的な管理がなされている様子

がうかがえる。幹径は20cm以内、樹高は10ｍ以内のものが多い。土壌の発達が悪いため、大木の

生長には適していないものと考えられるが、降水量、気温からみて、伐採後の樹林回復はかなり
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３－３ 環境予備調査 

 現地踏査、既存資料収集及びインタビューを基に環境予備調査を実施した。このうち、スコー

ピングに関しては主に以下の４名に対するインタビューを基にその内容を決定した。 

・Mr. Bounthieng VENVONGSOTH, MCPCT 

・Mr. Somsnouk VONGSOMPHOU, Civil Engineer, Department of Roads, MCPCT 

・Mr. Somsanouk PHANTHAVONG, Environmental Assistant, MCPCT 

・Mr. Kha, NAMMIXAY, Deputy Chief, STEA 

 環境予備調査の結果は、表３－１～３－５に示した。 

 本プロジェクトは、河川浸食の防止という、ある意味で良好な環境を創造するためのものであ

り、そうした点では環境に悪影響を与える可能性は小さいものであるといえる。しかし、現地踏

査結果に示したように、護岸の構造によっては、住民とメコン河との関係を阻害し、景観に悪影

響を与える可能性がある。本格調査実施に際しては、特にパイロット工事施工箇所について住民

意識調査等を実施し、住民と川の良好な関係が保たれ、景観を阻害せず、かつ護岸完成後も植樹

等によって住民自らが良好な環境を作り出していけるような構造とすることが望まれる。 

 ビエンチャン周辺は原石となる岩石の分布が乏しい地域である。パイロット工事のためには、

既存の原石山でその量はまかなえると考えられるが、その採取に伴う環境への影響、特に入会権、

所有権、景観、運搬に伴う騒音、振動等に十分配慮した計画とする必要がある。また、長期的に

は新たな原石山の開発が必要となる可能性がある。ビエンチャン周辺の山地は風化が厚いため掘

削量は多く、かつ施工場所まで長距離の運搬が必要となる可能性がある。Ｍ／Ｐ策定に際しては、

単に材料確保のフィージビリティのみではなく、原石山開発が環境に与える影響についても十分

配慮した計画とする必要がある。 

 また、植生材料採取に際しては、適度な伐採が環境保全に役立つものであること、高温多雨気

候であるため植生の回復は速いと思われることから環境面への影響は少ないと考えられる。しか

し、こうした森林の入会権、所有権はかなり複雑であり、成文化されていないことが予想される。

また、ビエンチャン市周辺では一部の地域が保護樹林として指定されている。この保護地域の範

囲については、明確ではない部分もあり、植生並びに原石採取候補地の選定に際しては、十分な

資料調査、聞き込みにより、慎重な対応が必要となろう。 
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第４章 本格調査の基本方針 
 

４－１ 調査の目的 

 「ラ」国（人口約498万人、１人当たりGDP約260USドル／1998年センサス）とタイ国との国境

の一部をなすメコン河（流域面積約79万5,500㎞２、流路延長約4,620km）は、地盤が軟弱なうえ、

水位変動が大きく（最大12ｍ）、河岸浸食に対して脆弱な条件にある。 

 特に首都ビエンチャン市は、メコン河中流部左岸の自然堤防に発達しているが、人口と資産が

集中しており、かつ河岸浸食により、工場敷地の流出、民家・送電線の被災、市道の流出等が発

生、唯一の国道13号線もメコン河の河岸後退が近づき、交通途絶のおそれもあるなど、災害の危

険性とその影響が大きくなることが予想されていることから、同対策の立案が必要となっている。 

 かかる状況に対して、「ラ」国政府は蛇籠護岸を実施したが、輸入材料を利用するためコストが

高く、洪水期には再び洗掘、浸食の被害を受け、維持管理が困難な状態にある。一方で、1997年

度より派遣されたJICA個別専門家により現地材料と労働力を活用した低コストの対策（水制工）

がボケオ県にて試験的に導入され一定の効果が見られた。さらに、1999年度より建設省（当時）

の協力を得て、一部、粗朶沈床工の試験施工に取り組んでいる（2001年度終了予定）。 

 「ラ」国政府は、この結果も踏まえ、メコン河に適応可能な河川工法を総合的に検討し、ビエ

ンチャン市を中心とした河岸浸食対策に係るＭ／Ｐの策定をめざしているが、「ラ」国側技術者の

人材、技術レベルともに不足している状況にある。 

 このような状況で「ラ」国政府は、2000年３月、我が国に対して河岸浸食対策に係るＭ／Ｐ策

定等に係る技術移転を目的とした、開発調査の実施について要請した。今回の開発調査は以上の

背景で以下の目的で実施が予定されている。 

(1) 日本の伝統工法を生かし、「ラ」国側自身で実施できるより安価でメコン河の現状に即した

工法を検討する。 

(2) 試験施工を通じて上記工法の技術移転を行う。 

(3) 試験施工のモニタリング結果を踏まえ、ビエンチャン市周辺のメコン河浸食対策に係る

Ｍ／Ｐを策定する。 

 

４－２ 調査対象地域 

 本格調査の範囲は、Ｍ／Ｐ策定地域はビエンチャン市に絞り、一方で基礎調査は「ラ」国内の

メコン河全川において行うこととする。また「ラ」国側より要望のあったPakkadanの水制工に係

る技術的観点からの助言については、メコン河全川の基礎調査及び現地踏査の調査結果がMCTPC

の活動に役立つよう、配慮するものとする。 
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４－３ 調査実施に関する留意点 

(1) 調査全体 

 ビエンチャン市周辺のメコン河河岸は、全川にわたって浸食の影響を受けていると思われ

るほど、大規模な河岸の浸食跡が連続しており、ビエンチャン市当局及び沿川の住民は河岸

線の後退に悩まされている。なかでも、石油タンク地点では浸食された河岸線がタンクの直

前に迫っており、タンク崩壊の危機に直面している。「ラ」国がこれまでに取り組んできた浸

食対策工は基本的な計画に基づくものでなく、オーストラリア・韓国等の援助や自国の限ら

れた予算で、寺・工場・港等の重要施設を防御を目的とした点での対策とフトン籠を主体と

した護岸工の整備を行ってきた。既設護岸の延長は河岸延長に対してほんの一部でしかない

が、輸入材を使用した既往の護岸工の整備は工事費が高く、基礎部の構造が洗掘に対して不

十分であり、Wat Shopにおける崩壊事例があることからも、しっかりした根固め工や水制工

等の工事が必要と考えられる。今後の維持・補修費が新規の浸食対策工の展開を圧迫するこ

とにもなる。今後の河岸浸食対策工においては、「ラ」国が自力で持続的に実施できる工法の

採用が必要である。国内で調達できる木材等を使用し、大型建設機械をできるだけ使わない

工法が必要となる。一般的に河岸浸食対策工は護岸工・根固め工に水制工の機能を組み込ん

で計画されるが、ビエンチャン周辺のメコン河のような河川条件の場合、特に浸食が水勢で

なく河岸を構成する土の強度不足に起因して発生する場合、河岸法尻部をしっかりと固める

ことが重要であり、河岸付近の河床洗掘を防止するため、粗朶沈床によって根固め工、若し

くは水制工近傍への土砂の堆積機能が期待できる杭出し水制工が河岸浸食対策工の第一歩で

あると考える。また、ビエンチャン市周辺のメコン河は砂河川であり、水面勾配がⅠ＝

1/10,000程度の緩流河川であることから（現地踏査中に簡易測定した流速は２ｍ/sec未満で

あった）、経済的に施工できる杭出し水制工は効果的と考えられる。 

 今回の調査では、このような工法を技術移転して現地サイドだけで今後の対策工が実施可

能にすることが大きな目的の１つであるから、適用可能な工法を現地に根づかせるという意

味で施工の担当者の役割は非常に重要である。 

 

(2) 調査を通じての技術移転の実施 

 調査結果の事業化を図るためには、運営・維持管理体制といった先方の実施体制の確立が

必要不可欠であるため、Ｍ／Ｐ策定の検討段階においても、先方の実施体制の育成に十分配

慮して維持管理体制の取り組み状況を確認しつつ、調査を実施する必要がある。 

 

(3) ビエンチャン市浸食対策Ｍ／Ｐの骨子検討 

 社会・経済フレームを設定して、便益／費用などで優先順位を検討する通常のＭ／Ｐ策定
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とは異なることを念頭において基本方針を検討する。 

 

(4) 治 安 

 市内においても安全管理には十分に配慮する必要がある。 

 

４－４ 実施要領 

４－４－１ 調査項目及び内容 

調査は３ステージで実施される。 

 

(1) 国内準備作業 

 1) 関連資料・情報の収集及び検討 

 2) 調査の基本方針・調査方法等の検討 

 3) インセプションレポートの作成 

 

(2) 第１次現地調査 

 1) インセプションレポートの提出、説明及び協議 

 2) 既存関連資料・情報の収集及び分析 

 3) 現地踏査（メコン河全川及びビエンチャン市周辺メコン河河岸） 

 4) 浸食対策概略検討（ビエンチャン市内メコン河河岸） 

 a) 基本方針の検討 

 b) パイロット工事箇所選定 

 c) パイロット工事工種選定 

 d) パイロット工事計画及びモニタリング計画の策定 

① 測 量 

② 土質調査 

③ 流速測定 

④ 実施設計 

⑤ 施工計画 

 5) 基礎環境調査 

 6) 初期環境影響評価支援調査 

 7) プログレスレポート(1)の作成・提出及び協議 

 8) 第１回技術移転セミナー準備 
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(3) 第１次国内作業 

 1) ワークショップ準備 

 2) プログレスレポート(1)の説明及び進捗報告 

 

(4) 第２次現地調査 

 1) 第１回技術移転セミナーの実施 

 2) パイロット工事施工 

 3) 粗朶沈床工技術指導 

 4) 環境影響評価支援調査 

 5) プログレスレポート(2)作成 

 

(5) 第２次国内作業 

 1) インテリムレポート作成 

 

(6) 第３次現地調査 

 1) インテリムレポートの提出、説明及び協議 

 2) パイロット工事モニタリング 

 3) Ｍ／Ｐ策定 

 a) ビエンチャン市浸食対策Ｍ／Ｐの骨子検討 

 b) 浸食進行予測 

 c) 浸食対策区域選定 

 d) 浸食対策に係る施設規模 

 e) 非構造物対策の検討 

 f) 組織・制度の予備検討 

 g) 事業費概算 

 h) 代替案の検討 

 i) 優先プロジェクトの選定 

 j) 実施計画の検討 

 4) 計画・設計マニュアル作成 

 5) 粗朶沈床工技術指導 

 6) 第２回技術移転セミナーの準備 
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(7) 第３次国内作業 

 1) プログレスレポート(3)の作成 

 

(8) 第４次現地調査 

 1) ドラフトファイナルレポートの提出・説明及び協議 

 2) 第２回技術移転セミナーの実施 

 

(9) 第４次国内作業 

 1) ファイナルレポートの作成・提出 

 

４－４－２ 調査実施体制 

 本件の「ラ」国側実施機関はMCTPCである。しかし「２－３－２ 組織体制」で説明したよ

うにメコン河岸浸食対策に関係する組織としては、SPC・DIEC、LNMC、MCTPC、DCTPC、

VUDAAがある。 

 本格調査の「ラ」国側実施体制として、DCTPCを中心としたステアリングコミッティーの設

置が合意されている。メンバーはMCTPC、DCTPC、VUDAA、LNMCである。 

 ビエンチャン周辺浸食対策に係る計画はMCTPC、実施（建設）はDCTPCの管轄となるので、

両機関はステアリングコミッティーのメンバーのなかでも重要な地位を占めると予測される。 
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４－４－３　調査工程

　本格調査の工程（案）を以下に示す。

凡例 IC/R：インセプションレポート P/R：プログレスレポート

IT/R：インテリムレポート DF/R：ドラフトファイナルレポート

F/R：ファイナルレポート □ 国内作業　　■ 現地調査

４－５　要員計画

　本格調査の分野及び団員の構成は、以下のようになると考えられる。

(1) 総括／浸食対策

(2) 河岸地形／地質

(3) 水　理

(4) 施設設計

現地再委託で行う施工管理の経験を有しているものが望ましい。

(5) 施工計画・積算

(6) 測　量

(7) 粗朶技術指導

粗朶沈床工の施工技術に係る十分な技術力及び経験を有しているものが望ましい。

(8) 環　境

(9) 経済分析

(10) 植生（全般）

(11) 植生（粗朶）

４－６　調査用資機材

　　計測関連

GPS　　１台
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